
民生委員・児童委員として全国民生委員児童委員連合会永年勤続表彰されました。

中平 小夜子（なかひら さよこ）さん （担当区域：午起）

越野 雅代（こしの まさよ）さん （担当区域：地区全域）

野津 竹次（のづ たけじ）さん （担当区域：東新町）

表彰おめでとうございます！

回
覧
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橋北地区市民センター
ＴＥＬ ３３１－３７８７
ＦＡＸ ３３０－０２２０

令和４年 ２月 ２０日 №  22

kyohoku.sakura.ne.jp

橋北地区ホームページ

３月の行事予定
３月１８日（金） イキイキ教室 １３：３０～１５：００

２４日（木） 自動車文庫 橋北地区市民センター １０：００～１０：４０
滝川公園 １０：５０～１１：２０

２５日（金） 楽々！元気の会 １３：３０～１４：３０

浜田小学校 給食パートを募集 （４月上旬からの勤務です）

募集職種：小学校給食調理員（給食パート）１名
業務内容：給食調理、運搬、後片付け、調理場清掃など
勤 務 日：給食実施日等（春・夏・冬休みは勤務なし）
勤務時間：８：４５～１５：１５（労働時間５時間４５分）
時 間 給：１，０１０円（通勤距離が片道２ｋｍ以上の場合、通勤費を別途支給）
そ の 他：他の学校の調理員の欠勤状況等により他の市内小学校に勤務することが

あります。
申し込み：応募を希望される方は、教育総務課に電話のうえ、履歴書を提出して下さい。

書類選考のうえ、面接を実施します。
応募期間：２月２５日（金）～３月４日（金）

〈お問合せ〉 教育総務課 ＴＥＬ：３５４－８２３６

改めて企画したいと思いますので、その折にはよろしくお願いします。

橋北マルシェ（３月５日開催予定）について、
まん延防止等重点措置が延長されましたので、
中止とさせていただきます。

<お問合せ> 橋北地区市民センター ＴＥＬ：３３１－３７８７
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市指定文化財「旧四郷村役場」
耐震補強・修理工事 現場見学会 参加者募集

令和３年に築１００年を迎えた、市指定文化財「旧四郷村役場」（四郷郷土資料館）は、昨年１０
月より耐震補強・修理工事を行っております。このたび、歴史的建造物の内部構造や文化財特有の特
殊な工事の状況を公開します。工事で発見された部材や上下窓、工事写真パネルなどもあわせて展示
します。通常は見られない工事中の文化財建造物をぜひご覧ください。

なお、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止や内容変更する場合があります。

日 時：３月２０日（日） 小雨決行 １０：３０～１６：００
１回１時間×４回。各グループ２０名程度。
応募者多数の場合は抽選となります。時間を選択することはできません。

見学場所：西日野町３３７５ 旧四郷村役場（四郷郷土資料館）
集合場所：西日野町３２０７－１ 四郷小学校運動場（旧四郷村役場すぐ北側です）

（駐車場はございません。徒歩または公共交通機関でお越しください。）
対 象：小学５年生以上の方
申 込：３月７日（月）までに、

参加者全員（１組３名まで）の名前と年齢、代表者の住所、電話番号を、
ファクスかＥメール、四日市の文化財申し込みフォーム（右ＱＲコード参照）、
往復はがきで

〒５１０－８６０１ 諏訪町１－５
四日市市教育委員会 社会教育・文化財課「旧四郷村役場」係へ

〈お問合せ〉四日市市教育委員会 社会教育・文化財課
ＴＥＬ：３５４－８２４０ ＦＡＸ：３５４－８３０８
Ｅメール：syakaibunkazai@city.yokkaichi.mie.jp

ユネスコ無形文化遺産
「鳥出神社の鯨船行事」山車蔵巡り参加者募集

例年８月１４日・１５日に富田地区で行われるユネスコ無形文化遺産の「鳥出神社の鯨船行事」。
祭り当日では見ることのできない各組の山車蔵内の見学や、各保存会からの解説もある山車蔵巡り

に参加しませんか。 ※新型コロナウイルス感染症拡大により中止の場合がございます。

日 時：３月１２日（土）８：４５～１２：３０頃（８：３０受付）
集合場所：富田地区市民センター ２階ホール
内 容：鳥出神社、北・中・南島組、古川町の４つの山車蔵、

東富田会館を巡ります（約３ｋｍ。解説付き）
そ の 他：３月３日（木）までに、参加者全員（１組５人まで）の名前・

年齢、代表者の住所・電話番号を、ファクス、Ｅメールか、
申込用紙を社会教育・文化財課へ

※詳しくは、『広報よっかいち』２月下旬号、

ＨＰ（「とりでじんじゃのくじらぶね」 ）をご覧ください。検索

〈お問合せ〉四日市市教育委員会 社会教育・文化財課
ＴＥＬ：３５４－８２３８ ＦＡＸ：３５４－８３０８
Ｅメール：syakaibunkazai@city.yokkaichi.mie.jp
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《四日市市消防本部からのお知らせ》

春の火災予防運動 ３月１日～７日
おうち時間 家族で点検 火の始末

四日市市消防本部公式ホームページ

https://www.city.yokkaichi.mie.jp/syoubou/index.php

〈お問合せ〉
四日市市消防本部 予防保安課

ＴＥＬ：３５６－２０１０
ＦＡＸ：３５６－２０４１

●火災の発生状況
令和３年中の四日市市、朝日町、川越町で発生した火災は７４件です。このうち建物火災が３７

件で、主な出火原因は、放火（疑いを含む）、たき火、こんろ、たばこ、ストーブになります。

●住宅防火 いのちを守る １０のポイント
≪４つの習慣≫

①寝たばこは絶対にしない、させない。
②ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。
③こんろを使うときは火のそばを離れない。
④コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く。

≪６つの対策≫
①火災の発生を防ぐために、ストーブやこんろ等は安全装置の付いた機器を使用する。
②火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を定期的に点検し、１０年を目安に交換する。
③火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、寝具、衣類及びカーテンは、防炎品を使用する。
④火災を小さいうちに消すために、消火器等を設置し、使い方を確認しておく。
⑤お年寄りや身体の不自由な人は、避難経路と避難方法を常に確保し、備えておく。
⑥防火防災訓練への参加、戸別訪問などにより、地域ぐるみの防火対策を行う。

●書道パフォーマンスを実施しました
四日市市消防本部・四日市市防火協会は、市民の火災予防意識の高揚を図ることを目的として、

三重県立川越高等学校のご協力のもと、書道パフォーマンスを実施しました。
書道パフォーマンスの様子は、２月２６日（土）以降に四日市市消防本部公式ホームページ内の

YouTubeチャンネルにて公開いたしますので、ぜひご覧ください。

階 窓 口 取 扱 業 務

市役所
１階

市民課
ＴＥＬ：３５４－８１５２

転入・転出届などの手続き（マイナンバーカード・住基カードを利用する転
入・転出届は除く）、戸籍の届出、住民票の写し（広域交付分は除く）・戸
籍の証明書の交付、印鑑登録・証明書の交付、各種市税証明書の交付

２階
市民税課
ＴＥＬ：３５４－８１３３

原動機付自転車・小型特殊自動車の廃車・名義変更など
（四日市市発行のナンバープレートのみ）

３階

保険年金課
ＴＥＬ：３５４－８１５９

３４０－０２２１

国民健康保険、後期高齢者医療、国民年金の手続き

介護保険課
ＴＥＬ：３５４－８４２７

３５４－８１９０

要介護認定申請の受け付け、介護保険料の相談・収納など

９階 学校教育課
ＴＥＬ：３５４－８２５０

市立小・中学校の転校、新入学手続きなど

総合会館
３階

こども保健福祉課
ＴＥＬ：３５４－８０８３

児童手当、子ども医療費助成の手続き

春は引っ越しシーズン 手続きはお早めに

【四日市市役所の開設場所と内容】

※外国人市民向け生活オリエンテーションも開設しています。 市役所１階 １０：００～１２：００、１３：００～１５：００

四日市市と近隣市町（桑名市、鈴鹿市、亀山市、東員町、菰野町）、津市、
松阪市も同じ日に窓口を開きますので、開設する市町間の転入・転出の手
続きは１日で済ますことができます。

３月２７日（日）
８：３０～１７：１５
『日曜窓口』を開設します
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3月14日
（月）

10：15～11：00

まんまる

〇〇広場
みんなで楽しくおしゃべりしよう。

対象/四日市に引っ越しされた人
定員/当日先着１２組

3月20日
（日）

10：00～17：00

プラザフォトスポット
3月にちなんだ顔はめパネルが登場するよ。
お誕生日用のパネルもあるよ。

対象/どなたでも
定員/１回につき

１グループ５名まで

3月26日
（土）

15：30～16：30

プラザ音楽会
息のあったアンサンブルと吹奏楽の響きを楽しみ
ましょう。

対象/どなたでも
定員/当日先着５０名
出演/四日市市立

橋北中学校音楽部

3月30日
（水）

13：00～14：00
スポーツ活動総選挙

選挙で1位になった競技をするよ。投票に来てね。

対象/小学生
定員/当日先着１２組
投票期間/３月１４日（月）～

３月２５日（金）

四日市市こども子育て交流プラザへ遊びに行こう！！

【主なイベント日時・内容】

料金 無料 ※新型コロナウイルス感染症対策のため、運営内容を変更する場合があります。
開館状況、イベント実施状況など詳しくは、ホームページをご覧いただくか、 お電話にてお問合せください。

所在地：東新町２６番３２号 橋北交流会館 ４階
ＴＥＬ： ３３０－５０２０ FAX ：３３４－０６０６
Ｈ Ｐ： http://cocoplaza-yokkaichi.jp/

保育無料券とは、2人目以降の子どもを出産した後の、保護者の心身の負担を軽減するため、

市内の認可保育園・こども園で実施する一時保育を、上の子が２回まで無料で利用できる券のことで

す。保育無料券を受け取るには、交付申請をしていただく必要があります。

-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-

【申 請 方 法 】
こども未来課（総合会館３階）、各地区市民センターまたは市民窓口サービスセンター（近鉄四
日市駅高架下）にある申請書に記入し、郵送または直接、こども未来課へ

【対 象 者 】
市内在住の産婦で、２人目以降の子を出産し、生まれた子の兄・姉（未就学児に限る）を養育し
ている人

【利 用 期 間 】
保育無料券を受け取った日から、出産月の１２か月後の月末まで

※保育園・こども園（保育認定）に通園している場合は利用できません
※幼稚園に通園している場合は、土曜日や長期休暇などに利用できます

【利用方法等】
一時保育の予約・利用方法は、園によって異なるため、
各園にお問い合わせください。 ※利用するには、事前登録が必要です

〈お問合せ〉 こども未来課 ＴＥＬ：３５４－８０６９


